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◎  10月 定 例 会 付 議 事 件  

 

 △  広 域 連 合 長 提 出 議 案  

  第 ９ 号 議 案   平 成 22年 度 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算  

  第 10号 議 案   平 成 22年 度 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳

         入 歳 出 決 算  

  第 11号 議 案   平 成 23年 度 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 １ 号 ) 

  第 12号 議 案   平 成 23年 度 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補

         正 予 算 (第 １ 号 ) 

  第 13号 議 案   佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 監 査 委 員 の 選 任 に つ い て  

 

 △  選 挙 ・ 選 任 等  

  議 会 運 営 委 員 会 委 員 の 辞 任 に つ い て  

  議 会 運 営 委 員 会 委 員 の 補 欠 選 任 に つ い て  

  議 決 事 件 の 字 句 及 び 数 字 等 の 整 理 に つ い て  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成23年10月31日（月） 
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平成23年10月31日（月）   午前10時   開会 

 

出  席  議  員 

 

１．末 次  利 男 ２．草 場  祥 則 ３．西 山  正 吉 

４．西 原  好 文 ５．松 﨑  直 文 ６．金 武  康 男 

８．宮 原  宏 典 ９．大 川  隆 城 10．後 藤  信 八 

11．大 隈  正 道 12．福 田  淸 道 13．神 近  勝 彦 

15． 田  一 美 16．牟 田  勝 浩 17．内 山  泰 宏 

18．山 本  茂 雄 19．森 山    林 20．田 中  秀 和 

21．堤    正 之 22．江 頭  弘 美  

 

 

 

 

 

欠  席  議  員 

 

７．友 田  国 弘 14．大 坪  德 廣  

 

 

 

 

 

地方自治法第121条による出席者 

 

広 域 連 合 長  横 尾  俊 彦 

副 広 域 連 合 長  田 中  源 一 

会 計 管 理 者  野 口  好 孝 

副事務局長兼総務課長  内 田  幸 男 

副 広 域 連 合 長  秀 島  敏 行 

監 査 委 員  松 尾  隼 雄 

事 務 局 長  馬 場  俊 行 

業 務 課 長  古 川  俊 彦 
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◎ 開  会 

○江頭弘美議長 

 これより佐賀県後期高齢者医療広域連合議会定

例会を開会いたします。 

 本日の会議を開きます。 

◎ 議席の指定 

○江頭弘美議長 

 日程により、議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第４条第２項の規定により、

お手元に配付しております議席表のとおり指定い

たします。 

◎ 会期の決定 

○江頭弘美議長 

 次に、日程により、会期の決定を議題といたし

ます。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日１

日間といたしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期

は本日１日間と決定いたしました。 

◎ 議事日程 

○江頭弘美議長 

 次に、本定例会の議事日程は、お手元に配付い

たしております日程表のとおりといたします。 

◎ 諸報告 

○江頭弘美議長 

 次に、日程により、諸報告をいたします。 

 報告の内容につきましては、配付いたしており

ます報告第２号のとおりです。 

 

報告第２号 

諸  報  告 

 

○例月出納検査等の報告について 

 平成23年２月24日から平成23年10月24日までに、

監査委員から例月出納検査及び定期監査の結果に

ついて下記のとおり報告された。 

 その内容は、それぞれ議員各位にその（写）を

送付したとおりである。 

記 

 ２月24日 平成22年度定期監査の結果報告書 

      （平成22年４月１日～平成22年10月

      31日執行分） 

 ２月25日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成22年

      度１月分） 

 ３月29日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成22年

      度２月分） 

 ５月６日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成22年

      度３月分） 

 ６月７日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成22年

      度平成23年４月分） 

      （一般会計・特別会計等の平成23年

      度４月分） 

 ７月11日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成22年

      度平成23年５月分） 

      （一般会計・特別会計等の平成23年

      度５月分） 

 ８月１日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成23年

      度６月分） 

 ８月31日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成23年

      度７月分） 

 10月４日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成23年

      度８月分） 

 10月24日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成23年

      度９月分） 

 

◎ 会議録署名議員の指名 

○江頭弘美議長 

 次に、日程により、会議録署名議員の指名を行

います。 

 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定によ

り、議長において末次議員及び草場議員を指名い
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たします。 

◎ 議会運営委員会委員の辞任 

○江頭弘美議長 

 次に、日程により、議会運営委員会委員の辞任

の件を議題といたします。 

 この際、地方自治法117条の規定により、草場

議員、西原議員、田議員、内山議員、山本議員、

堤議員の退席を求めます。 

    〔草場議員・西原議員・田議員・内山

    議員・山本議員・堤議員 退場〕 

 お諮りいたします。草場議員、西原議員、友田

議員、田議員、内山議員、山本議員、堤議員の

議会運営委員会委員の辞任願は許可することに御

異議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、草場議員、西原

議員、友田議員、田議員、内山議員、山本議員、

堤議員の議会運営委員会委員の辞任願は許可する

ことに決定いたしました。 

 草場議員、西原議員、田議員、内山議員、山

本議員、堤議員の入場を許可いたします。 

    〔草場議員・西原議員・田議員・内山

    議員・山本議員・堤議員 入場〕 

◎ 議会運営委員会委員の補欠選任 

○江頭弘美議長 

 次に、日程により、議会運営委員会委員の補欠

選任を行います。 

 お諮りいたします。議会運営委員会委員の補欠

選任につきましては、委員会条例第３条第１項の

規定により、末次議員、松﨑議員、金武議員、神

近議員、大坪議員、牟田議員、田中議員、以上７

名を指名したいと思いますが、御異議ありません

か。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、指名いたしまし

たとおり、議会運営委員会委員に選任することに

決定いたしました。 

 しばらく休憩いたします。 

午前10時５分 休 憩   
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平成23年10月31日（月）   午前10時18分   再開 

 

出  席  議  員 

 

１．末 次  利 男 ２．草 場  祥 則 ３．西 山  正 吉 

４．西 原  好 文 ５．松 﨑  直 文 ６．金 武  康 男 

８．宮 原  宏 典 ９．大 川  隆 城 10．後 藤  信 八 

11．大 隈  正 道 12．福 田  淸 道 13．神 近  勝 彦 

15． 田  一 美 16．牟 田  勝 浩 17．内 山  泰 宏 

18．山 本  茂 雄 19．森 山    林 20．田 中  秀 和 

21．堤    正 之 22．江 頭  弘 美  

 

 

 

 

 

欠  席  議  員 

 

７．友 田  国 弘 14．大 坪  德 廣  

 

 

 

 

 

地方自治法第121条による出席者 

 

広 域 連 合 長  横 尾  俊 彦 

副 広 域 連 合 長  田 中  源 一 

会 計 管 理 者  野 口  好 孝 

副事務局長兼総務課長  内 田  幸 男 

副 広 域 連 合 長  秀 島  敏 行 

監 査 委 員  松 尾  隼 雄 

事 務 局 長  馬 場  俊 行 

業 務 課 長  古 川  俊 彦 
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○江頭弘美議長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ◎ 議会運営委員会正副委員長互選結果報告 

○江頭弘美議長 

 この際、報告いたします。 

 ただいまの休憩中に議会運営委員会が開かれ、

委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果の

報告を受けましたので、発表をいたします。 

 議会運営委員会委員長松﨑議員、副委員長神近

議員、以上のとおりでございます。 

◎ 議案上程 

○江頭弘美議長 

 次に、日程により、第９号議案 平成22年度佐

賀県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決

算、第10号議案 平成22年度佐賀県後期高齢者医

療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、

第11号議案 平成23年度佐賀県後期高齢者医療広

域連合一般会計補正予算(第１号)、第12号議案 平

成23年度佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療特別会計補正予算(第１号)、以上の４件を

一括して議題といたします。 

◎ 提案理由説明 

○江頭弘美議長 

 議案の朗読は、これを省略し、直ちに上程諸議

案に対する提案理由の説明を求めます。 

○横尾俊彦広域連合長 

 おはようございます。 

 本日、平成23年10月佐賀県後期高齢者医療広域

連合定例会の開会に当たり、一言ごあいさつを申

し上げます。 

 さて、御承知のとおり、現行の後期高齢者医療

制度につきましては、廃止されることとされてお

り、新たな制度の関連法案が来年の通常国会に提

出される予定との報道があっておりますが、厚生

労働大臣の御発言では、現行制度を廃止するのか、

あるいは見直しをするのか、方針が明確にされて

おらず、制度移行につきましては、先行き不透明

な状況が続いているところでございます。 

 次に、本年６月８日に開催いたしました全国後

期高齢者医療広域連合協議会広域連合長会議にお

きまして、引き続き全国協議会の会長を仰せつか

り、厚生労働大臣あての要望書を当日来賓として

御出席された大塚厚生労働副大臣へ手交をいたし

ました。 

 この全国協議会広域連合長会議につきましては、

11月17日にも開催される予定となっておりますの

で、全国の各広域連合の要望事項を取りまとめ、

会議の席で厚生労働大臣あての要望書を手交する

予定といたしております。 

 今後も、佐賀県後期高齢者医療広域連合の円滑

な運営はもちろんのこと、高齢者の方々が安心し

て医療が受けることができるよう、よりよい医療

制度となるために国に対して意見を申してまいり

ますので、引き続き議員各位の御助言、御指導を

賜りますようお願い申し上げ、ごあいさつとさせ

ていただきます。 

 それでは、議案の概要について御説明申し上げ

ます。 

 初めに、第９号議案は、平成22年度の一般会計

の決算の認定をいただきたく提案いたすものでご

ざいます。 

 その決算額は、歳入が１億9,529万8,484円、歳

出が１億8,934万2,151円でありまして、歳入歳出

差し引き額は595万6,333円となっており、翌年度

へ繰り越しといたしております。 

 次に、第10号議案は、平成22年度の後期高齢者

医療特別会計の決算の認定をいただきたく提案い

たすものでございます。 

 その決算額は、歳入が1,086億8,408万2,827円

であり、歳出が1,070億6,493万8,616円でありま

して、歳入歳出差し引き額は16億1,914万4,211円

となっており、翌年度への繰り越しといたしてお

ります。 

 決算に関しましては、主要な施策の成果を説明

する書類及び監査委員の意見書をそれぞれ添付さ

せていただいております。 

 次に、第11号議案の平成23年度佐賀県後期高齢

者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）につ

いて御説明申し上げます。 

 今回の補正は、595万5,000円を増額し、歳入歳

出予算の総額はそれぞれ２億116万2,000円となっ

ております。 
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 歳入につきましては、前年度の繰越金を計上い

たしております。 

 歳出につきましては、予備費に計上しておりま

す。 

 次に、第12号議案の平成23年度佐賀県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）でございます。 

 今回の補正は、国、県、市町それぞれの平成22

年度療養給付費負担金の追加交付及び繰越金に伴

う歳入歳出予算の組み替えが主な内容となってお

ります。 

 補正の額は、８億2,781万6,000円を増額し、歳

入歳出予算の総額はそれぞれ1,088億8,786万5,000

円となっております。 

 歳入につきましては、国、県、市町からの支出

金、繰越金及び諸収入を増額いたしております。 

 歳出につきましては、諸支出金を減額し、保険

給付費及び予備費を増額いたしております。 

 以上、今回提案いたしました議案について御説

明申し上げましたが、よろしく御審議いただきま

すようお願いを申し上げます。 

◎ 議案に対する質疑 

○江頭弘美議長 

 以上で提案理由説明は終わりました。 

 これより議案に対する質疑を開始いたします。 

 質疑の通告がありますので、発言を許可いたし

ます。 

○福田淸道議員 

 それでは、質問をいたします。 

 まず、９号議案及び10号議案についてでござい

ますが、平成22年度の後期高齢者医療広域連合の

一般会計歳入歳出決算単年度収支の赤字の原因に

ついて及び第10号議案の特別会計の単年度収支の

赤字の原因について質問をしたいと思います。 

 回答によっては自席において再質問をさせてい

ただきたいと思います。 

○内田幸男総務課長 

 まず、第９号議案 平成22年度佐賀県後期高齢

者医療広域連合一般会計歳入歳出決算の単年度収

支額が赤字の原因についてお答えいたします。 

 平成21年度の実質収支額は856万1,850円で、平

成22年度の実質収支額は595万6,333円でございま

す。よって、平成22年度の単年度収支額は、260

万5,517円の赤字となっております。 

 広域連合の一般会計の歳入歳出差し引きの剰余

金は、そのまま翌年度の１号補正予算で繰越金と

し、事務所の運営についてなどの不測の事態に備

え予備財源としており、不測の事態がなければ市

町負担金を次の補正予算で減額し、返還すること

としております。 

 このことから、当該年度の歳出予算の財源は前

年度の剰余金によらず、ほとんどを現年度分の市

町負担金の歳入で賄っておるところでございます。 

 議員御指摘の平成22年度の剰余金が平成21年度

に比べ260万5,517円の減となっております赤字の

原因は、一般会計歳出の大部分を占めます派遣職

員給与負担金が平成21年度に比べ、派遣職員の人

事異動により派遣職員構成に変動があったため、

その給与負担金の執行率が上がったことによるも

のでございます。 

 次に、第10号議案 平成22年度佐賀県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の単年度収支額が赤字の原因についてお答え

いたします。 

 平成21年度の実質収支額は、31億95万8,925円

で、平成22年度の実質収支額は、16億1,914万4,211

円でございます。 

 よって、平成22年度の単年度収支額は、14億

8,181万4,714円の赤字となっております。 

 特別会計の剰余金の構成は保険料の剰余金、療

養給付費等に対する国・県・市町負担金の剰余金、

社会保険診療報酬支払基金の交付金の剰余金、事

務費に対する市町負担金の剰余金で構成されてお

ります。 

 ただし、各負担金、交付金の剰余金は、療養給

付費の確定によりまして、翌年度に精算しており

ます。 

 平成22年度の剰余金では、精算により翌年度に

返還すべき剰余金が平成21年度より少なく、逆に

精算で翌年度に追加交付を受ける国・県・市町負

担金が平成21年度よりも多かったことで、平成22

年度の剰余金が平成21年度に比べ14億 8,181万
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4,714円減少し、単年度収支額が赤字となったこ

とが大きな要因となっておるところでございます。 

 以上、お答えといたします。 

○福田淸道議員 

 それでは、再質問いたします。 

 赤字の原因の理由については、今るる述べられ

ましたけれども、この返還すべき剰余金が少ない

ということは、結局、75歳以上の後期高齢者の皆

さんの22年度における病気が多かったと、あるい

は医療費にかかわるそういう病院にかかる人たち

が多かった、あるいは重病化していたということ

であろうかと思うんですけれども、そこら辺の内

容については、今説明されましたけれども、この

追加交付金を受ける金額が多いということは病気

が多かったということになるかと思うんですけれ

ども、その点いかがでしょうか。どういう、疾病

等についてはわかることであれば答弁していただ

きたいと思います。 

○内田幸男総務課長 

 今の福田議員の御質問は、平成22年度の繰越金

が16億円で、平成21年度の繰越金が31億円という

ことで、平成22年度の繰越額が少なくなっており

ます。その少なくなっている理由は、先ほど御説

明いたしましたが、保険料の精算をいたしますと、

その差が平成21年度では23億6,548万7,168円です。

平成22年度の精算をいたしますと20億 8,286万

7,743円でございます。この差が２億 8,261万

9,425円でございますが、この分が保険給付費に

保険料を余計かかったということでございます。

その原因は、第１には、被保険者数の増加、また、

平成22年度におきましては、社会保険診療報酬改

定の年でありまして、入院費等が診療報酬改定さ

れて増額されております。 

 また、皆様も御承知のように、各医療機関にお

いては、精密検査機器とか、そういう高度医療の

普及によりまして、そういう保険給付費が高くな

って増加しているものと考えております。 

 以上でございます。 

○福田淸道議員 

 大体説明はわかりましたけれども、特に団塊の

世代を間近に控えて、今後、被保険者が多くなる

というのはもうずっと目に見えているわけですけ

れども、そういう意味では、今後この特別会計の

見通しとしては黒字幅といいますか、累積、ある

いは単年度でいえば大体２年ごとの収支でしょう

けれども、見通しとしては今後非常に厳しくなる

ような感じが今の説明ではしたんですけれども、

その点いかがですか。 

○内田幸男総務課長 

 概要と申しますか、今の広域連合全体でござい

ますが、この前も国のほうから新聞報道等で平成

21年度の医療費等の増が全国的に掲載されており

ましたが、やはり全国的に医療費が増加している

ということで、今期、平成24年、25年の保険料の

改定の条例案を次の２月議会に提案するわけです

けど、やはりこの医療費の伸びに勘案いたしまし

て、保険料も検討せざるを得なくなると考えてお

ります。 

 以上です。 

○江頭弘美議長 

 以上で通告による質疑は終わりました。 

 ほかに御質疑はありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案に対する質疑は終結いたし

ます。 

◎ 広域連合一般に対する質問 

○江頭弘美議長 

 これより広域連合一般に対する質問を開始いた

します。 

 質問の通告がありますので、発言を許可いたし

ます。 

○福田淸道議員 

 一般質問をいたします。 

 ２点について質問をいたしたいと思います。 

 まず、先ほど答弁もありましたように、保険料

が、今後、被保険者の増加に伴って増額といいま

すか、値上げをせざるを得なくなる可能性も大き

く出てきております。国のこの後期高齢者医療保

険に対する予算措置が、財政的措置がなければ必

然的に被保険者の保険料負担ということになって

くるのは間違いありません。そういう中で、保険
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料の改定が論議されておりますけれども、現状と

その見通しについて質問をいたしたいと思います。 

 次に、2013年度に向けてこの後期高齢者医療制

度が国民健康保険と合体するといいますか、そこ

にまとめていくという国の方針が示されておりま

したが、連合長の先ほどの議案に対する解説とい

いますか、提案理由の説明によれば、非常に見通

しがまだ未定だというような話も説明されました

けれども、こういう中で、もし国保のほうに移っ

た場合に、現在、所得の状況によって後期高齢者

は９割減免がございます。これは後期高齢者医療

制度が導入された場合のときにいきなり保険料が

大幅に上がるというところでの経過措置というこ

とで９割減免の制度ができておりますけれども、

国民健康保険の場合であれば、 高限度の減免は

７割減免であります。この７割減免と９割減免、

後期高齢者の９割減免の皆さんが国保に移った場

合、７割減免になると制度的には思いますけれど

も、この人数、これは我々の資料には２万2,672

人と現在の時点では示されております。これは県

全体の人口でありますけれども、それぞれの市町

の人口、人数についてもお知らせいただきたいと

思います。 

 この７割減免がされた場合に、被保険者の方た

ち、非常に生活が困難になるかと思うんですけれ

ども、今後のそういう見通しについて質問をいた

したいと思います。 

 以上です。 

○馬場俊行事務局長 

 福田議員さんの御質問にお答えいたします。 

 まず、御質問の１番目、保険料改定の現状と見

通しについてお答えいたします。 

 後期高齢者医療制度では、２年間を通じて財政

の均衡を保つこととなっており、２年ごとに保険

料率を設定することになっております。保険料率

の算定方法にあっては、まず、保険給付費などの

費用の総額を見込み、その費用に伴う国、県、市

町の負担金、現役世代からの支援金であります社

会保険診療報酬支払基金から交付されます後期高

齢者交付金などの収入の総額を算出します。費用

から収入を差し引いた額が保険料必要額となり、

それをもとに保険料賦課総額を見込み、被保険者

数の伸び率、所得の伸び率などの数値を使用して

保険料の被保険者均等割額、所得割率を算出しま

す。 

 今回改定します平成24年度、25年度の保険料率

は、制度開始時を含め３回目の算定となります。

保険料率算定事務としましては、８月から平成23

年度以降の被保険者数、保険給付費の見込み作業、

それに伴います歳入の国・県・市町負担金等の見

込み作業を行い、９月には賦課総額の見込みを算

出し、第１回目の保険料率の試算を行ったところ

であります。 

 今後のスケジュールを申し上げますと、12月中

をめどに国から示された数値等をもとに試算を繰

り返し、国への報告を数回行い、新保険料率の案

を固めていきます。１月には、県知事との協議を

経た上で 終案を国へ報告し、２月の広域連合議

会へ提案となります。 

 平成24年度、25年度の新保険料率の見通しにつ

きましては、１人当たりの医療費が全国的に伸び

ている中、佐賀県におきましても１人当たり医療

費は年々伸びる見通しとなっております。 

 第１回目の保険料率の試算結果を見ても、１人

当たりの医療費の伸びの影響は大きく、保険料の

上昇を抑制する財源も乏しいため、算定事務の途

中ではありますが、現段階の見込みでは、保険料

率を据え置くには非常に厳しい状況となっており

ます。 

 次に、御質問の２番目、国民健康保険への移行

に伴う減免率の取り扱いについてお答えいたしま

す。 

 お手元に平成22年度の被保険者均等割９割減額

状況の資料をお配りいたしておりますが、被保険

者均等割９割減額者のうち被扶養者を除く方たち

は佐賀県全体では２万2,672人、全体の18.72％で

ございました。 

 先ほどの質問の中で、市町別の人数ということ

でございましたので、基準収入以下の方をそれぞ

れ申し上げます。 

 佐賀市5,983人、唐津市3,898人、鳥栖市1,199

人、多久市783人、伊万里市1,597人、武雄市1,345
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人、鹿島市1,010人、小城市1,042人、嬉野市1,020

人、神埼市676人、吉野ヶ里町277人、基山町335

人、上峰町173人、みやき町684人、玄海町194人、

有田町536人、大町町404人、江北町296人、白石

町811人、太良町522人の県全体で２万2,672人で

ございます。 

 この方たちにつきましては、平成21年度からの

激変緩和措置として被保険者均等割７割減額世帯

のうち特に収入が少ない世帯を対象にさらに２割

の減額を行うことで９割減額となられた方たちで

ございます。 

 この軽減措置につきましては、平成22年12月に

高齢者医療制度改革会議で取りまとめられました

後期高齢者医療制度廃止後の新たな医療制度では、

保険料軽減の特例措置については、後期高齢者医

療制度施行時の追加的な措置として導入されたも

のであるが、負担の公平を図る観点から、75歳未

満の国民健康保険の軽減措置との整合性を踏まえ

段階的に縮小する。なお、実施に当たっては世代

間の公平を考慮する必要があること等について十

分な説明を行い、国民に理解を求めながら丁寧に

進める必要があるとされております。 

 現在の被保険者均等割９割減額の保険料は、年

額で4,700円でございます。現在、 短で新制度

への移行は平成26年度からと考えられますが、そ

の時点で被保険者均等割額が現行と同額であれば

７割減額の被保険者均等割額は１万4,200円とな

ります。 

 後期高齢者医療制度廃止後は、75歳以上の大半

の方は都道府県単位の財政運営の国民健康保険に

加入いただくこととなり、その際、一度に９割減

額から７割減額へとはならないまでも、軽減幅が

段階的に縮小されれば均等割額は年額4,700円か

ら１万4,200円へと段階的に増額されることとな

ります。 

 以上でございます。 

○福田淸道議員 

 ただいま答弁いただきましたけれども、１番目

のこの保険料の改定というものが、月別、年次別

に答弁されましたが、24年から25年のこの据え置

きは、現状からの据え置きは非常に難しいという

見通しだと言われて、試算的にもそうなったとい

うことでありますが、これは国の負担割合が一定

だというふうなことを前提としてそのように試算

されたのかどうか。 

 そして、今後、連合長も、その…… 

○江頭弘美議長 

 福田議員さん、一問一答を導入されていますの

で、１問ずつお願いします。 

○福田淸道議員（続き） 

 はい、わかりました。 

 まず、その点質問いたします。 

○馬場俊行事務局長 

 まず、試算における国の支出金の考え方ですけ

れども、現行と同じような考え方で試算を行って

おります。 

○福田淸道議員 

 それでは、連合長に質問しますが、連合長は引

き続き全国協議会の会長ということになられまし

た。そういう中で、今回この要望書を大塚厚生労

働副大臣に手交したというふうに提案理由の説明

でおっしゃっておられます。 

 この中身はどういう──今、国の負担割合が一

定という前提での値上げの見通しなんですけれど

も、この連合長として国民負担をこれ以上ふやさ

ないという立場での恐らく要望だとは思いますが、

この要望書の中身についてもこの負担がふえない

ようなところでされているのかどうか、連合長に

も質問いたします。 

○横尾俊彦広域連合長 

 回答いたします。 

 全国協議会として取りまとめた要望書の内容で

ございます。大きくは２つございまして、１つは、

現制度への提案要望、もう１つは、新しくスター

トするであろう制度への提案要望と大きく２つを

分けて要望いたしております。 

 特に、今御懸念の各後期高齢者の皆様方、御本

人様等へ関する負担をふやさないようにという趣

旨の御質問と思いますが、これについては重々受

けとめをしておりまして、今回の制度が立ち上が

りのときに名称、年齢区分その他でいろいろ国民

的な嫌悪感を招いていろんな意見等がございまし
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た。しかし、その後、今制度は非常に落ちついて

いる状況だと認識をしておりますが、この大きな

原因の一つは、今も御質問にありました、いろん

な措置がされていることであります。特に負担を

軽減するような措置がされている。このことによ

って多くの方々が医療に関してほっとされている

という感じがあると思います。 

 ぜひこのことを受けとめて、今後とも個々の

方々、被保険者の方々の負担増にならないような

配慮をぜひしてほしいという趣旨で提案要望を行

っているところでございます。 

 このことについては、国の支援が当然必要でご

ざいますし、制度設計自体も国で行っていただい

ておりますので、その責を担う意味からも国とし

て適切な対応をしてほしいということをお伝えを

しております。これらのことにつきましては、要

望書はもとより、要望書提出後に副大臣並びに担

当課長さんと全国の連合長が一緒に意見交換をす

る機会がございまして、現地現場の声、それぞれ

のブロックや地域ごとの今の御質問を踏まえたよ

うな意見は直接に厚労省のほうにもお届けをして

おりまして、これらのことにつきましては、国も

しっかり認識をされているというふうに受けとめ

ております。 

○福田淸道議員 

 それでは、国保に移った場合の７割減免の取り

扱いについて質問いたしますけれども、一挙に９

割が７割にはしないというような、漸次ふやして

いくということでありますけれども、これは確実

にそういうふうに断言できるのかどうか質問いた

します。 

○馬場俊行事務局長 

 高齢者医療制度改革会議におきます 終とりま

とめの中ではそういう流れになっているかと思い

ます。 

 私どもといたしましては、現場の声をとにかく

国に伝えるということで、全国協議会の中でその

点についても現在の軽減制度を維持していただく

ようにこれまでも要望してきましたし、今後も要

望していく考えでおります。 

 以上です。 

○福田淸道議員 

 特にこの基準以下収入の方で75歳以上の方、特

に国民年金で毎月３万とか４万で生活されている

世帯の方もたくさんおられます。そういう方は毎

日の生活費をそれこそ1,000円以下、昼食抜きと

いうような、非常に厳しい現実があります。そう

いう方たちからもこの後期高齢者医療保険は容赦

なく取り立てるわけですけれども、これが一挙に

３倍というふうになりますと、もうそれこそ生活

が成り立たないという状況になるというのは私は

火を見るより明らかじゃなかろうかと思うんです

けれども、こういうふうな情け容赦のない国のや

り方に対して、やはり９割減免は、仮に国保に移

行した場合でもこの基準以下収入の方に対しては

引き続き制度的に維持するような方向でぜひとも

連合長は頑張っていただきたいと思うんですけれ

ども、その点いかがですか。 

○横尾俊彦広域連合長 

 回答します。 

 昨年12月20日に国のほうに高齢者医療制度改革

会議が提出した 終とりまとめがございます。そ

の中の後段は、新しい制度の具体的な内容という

ことで具体的に整理をしたものがございます。そ

れを見ますと、その中に、さらに３項目めに高齢

者の保険料というのがありまして、今該当すると

ころを私の手元に持っておりますので、御紹介を

いたします。引用です。 

 75歳以上の方に適用されている低所得者の保険

料軽減の特例措置、これは均等割の９割、あるい

は8.5割軽減、また、所得割の５割軽減というこ

とについては、後期高齢者医療制度施行の追加的

な措置として導入されたものであるが、負担の公

平を図る観点から、75歳未満の国保の軽減措置と

の整合性を踏まえ、段階的に縮小する。その後少

し触れることがありまして、 後のほうに、この

ことについては十分な説明を行って国民の理解を

求めながら丁寧に進める必要があるということで、

特に今言いましたように、段階的な措置をぜひす

べきであるということは高齢者医療制度改革会議

としても 終とりまとめに明文化されております

ので、これを踏まえた、例えば制度の設計、そし
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て、法案の準備を厚労省でしっかりしていただく

ことが重要だと思っています。 

 このことについては強く認識しておりますので、

毎年提出をしております、先ほど御引用いただい

た厚労省への要望事項の中にもこのことについて

触れておりまして、例えば、 近提出した資料で

は、現制度に関するものとしましても、その財源

等は国において確保すべきであるということにつ

いても触れておるところでございまして、これら

をしっかりと今後も強く求めていきたいというふ

うに思っております。 

○福田淸道議員 

 これで 後ですよね、たしか。 

○江頭弘美議長 

 いや、まだ時間はありますので。 

○福田淸道議員 

 ３回じゃなかったですかね。 

○江頭弘美議長 

 一般質問は時間制ですので。 

○福田淸道議員 

 そうですか、はい。 

 今、連合長答弁されましたけど、国は段階的縮

小、整合性を求めてですね──ということで、そ

れはいわゆる連合長として、あるいは各地域、各

県の後期高齢者医療制度の組織の長として段階的

縮小はやむを得ないという立場に立っておられる

ということですか。 

○横尾俊彦広域連合長 

 初に回答でも申し上げましたように、重要な

ことは今回導入されている特例措置が多くの方々

の医療を受ける際の安心の礎になっているという

ことだと思います。このことについては財源を国

できちっと確保して対策を打つことが重要であろ

うと思っております。 

 また、先ほど引用させていただいたものにつき

ましては、改革会議としての国への、いわば取り

まとめの 終案の一文でございますので、それを

さらにしんしゃくされて改善を図られれば、それ

は結構なことでありますし、 低限、先ほど御質

問、福田議員がおっしゃったように、急にですね、

いきなり９割から７割というのは、これは余りに

もひどいものでございますから、せめて段階的な

縮小とかを考えなきゃいけないということは踏ま

えていただいているまとめになっているところで

ございます。 

 これらを踏まえながら、我々としては、先ほど

言っていますように、全国協議会としてはそれら

の混乱とか、負担増がならないようにしっかりと

対応してくださいということを引き続き求めてい

きたいというふうに思っております。 

○福田淸道議員 

 明確な答弁では、私としてはなかなかこの縮小

については国の方針を認めざるを得ないと、やむ

を得ないというような方向性かなと。しかし、そ

れをなかなか国民、被保険者の皆さんが困るから

それを緩和するようにできるだけしてくださいと

いう要望だけであって、この９割軽減を堅持する

という方向での要望書では、あるいは答弁ではな

かったように思うんですけれども、その点明確な

９割軽減の堅持ということについては言えないと

いうことですか。 

○馬場俊行事務局長 

 全国協議会のほうから６月８日に厚生労働大臣

あてに出した要望書の中を若干御説明いたします

と、重点要望と一般的要望と分けておりますが、

新制度に関する重点要望事項の中で、「今後、医

療費負担の増大が見込まれる中、国は将来にわた

り国民皆保険制度を堅持するため、財政予測を十

分に行い、世代間及び保険者間の負担調整並びに

被保険者の負担軽減への財源として国費を拡充す

るとともに、現在の保険料軽減率を法定化するこ

と。仮に負担増となる見直しを行う場合において

は、国民的合意を得ること。」ということで、現

行の保険料軽減措置を可能であれば法定化してく

ださいという要望を出しております。 

 以上でございます。 

○福田淸道議員 

 ぜひともこの法定化に向けて協議会としても頑

張ってお願いしたいというふうに思います。 

 そういう意味では、各県の広域連合議会におい

てもしっかりとした国に対する９割軽減の予算措

置を求める意見書等を上げることも必要じゃない
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かなというふうに思うわけでありますので、今後

とも、この基準収入以下の特に高齢者の暮らしや

命を守る大きなこの後期高齢者医療制度としてさ

らに拡充していくためには、我々議会としても国

に対してしっかりとした予算措置を求める、今さ

っき言いました意見書等を上げていくことを述べ

まして、私の質問を終わりたいと思います。 

○江頭弘美議長 

 以上で通告による質問は終わりました。 

 これをもって広域連合一般に対する質問は終結

いたします。 

◎ 討  論 

○江頭弘美議長 

 これより討論に入りますが、討論の通告があり

ませんので、これをもって討論は終結いたします。 

◎ 採  決 

○江頭弘美議長 

 これより議案の採決を行います。 

 まず、第９号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は認定することに賛成

の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第９号議案は認

定されました。 

 次に、第10号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は認定することに賛成

の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第10号議案は認

定されました。 

 次に、第11号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可決すること

に賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第11号議案は原

案のとおり可決されました。 

 次に、第12号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案を可決すること

に賛成の方は起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第12号議案は原

案のとおり可決されました。 

◎ 追加議案上程 

○江頭弘美議長 

 次に、本日追加提出されました第13号議案 佐

賀県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任につ

いてを日程に追加し、議題といたしたいと思いま

すが、御異議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、第13号議案 佐

賀県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任につ

いてを日程に追加し、議題とすることに決定いた

しました。 

 この際、地方自治法第117条の規定により、大

川議員の退席を求めます。 

〔大川議員 退場〕 

 お諮りいたします。本議案は提案理由説明を省

略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、提案理由説明を

省略することに決定いたしました。 

 これより質疑に入りますが、御質疑はございま

せんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑は終結いたします。 

 これより討論に入りますが、討論はございませ

んか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、これをもって討論は終結いたします。 

◎ 採  決 

○江頭弘美議長 

 これより採決いたします。本案は同意すること

に御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、第13号議案は同

意することに決定いたしました。 

 大川議員の入場を許可いたします。 

〔大川議員 入場〕 

◎ 議決事件の字句及び数字等の整理 

○江頭弘美議長 

 次に、議決事件の字句及び数字等の整理につい
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てお諮りいたします。 

 今定例会において議案等が議決されましたが、

その条項、字句、数字、その他の整理を必要とす

るときは、会議規則第43条の規定により、その整

理を議長に委任されたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、条項、字句、数

字その他の整理は議長に委任することに決定いた

しました。 

◎ 閉  会 

○江頭弘美議長 

 以上をもちまして、議事の全部を終了いたしま

したので、会議を閉じます。 

 佐賀県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉

会いたします。 

午前11時６分 閉 会   
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（資料）議案質疑項目表 

  ○ 議 案 質 疑 

平成23年10月定例会  

質疑順 氏   名 質   疑   事   項 

1 福 田 淸 道 第９号議案 

平成22年度佐賀県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算

  単年度収支赤字の原因について 

 

第10号議案 

平成22年度佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算 

  単年度収支赤字の原因について 
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（資料）一般質問項目表 

 

  ○ 一 般 質 問 

平成23年10月定例会  

質問順 氏   名 質問方式 質   問   事   項 

1 福 田 淸 道 一問一答 １ 保険料改定について 

  保険料改定が議論されていると思うが、現状と見通し

 について問う。 

 

２ 国保への移行に伴う減免率の取扱いについて 

  ９割減免の方達は国保になった場合どうなるのか。国

 保は７割減免であるが。大幅な値上げとなるが。 

 

 

 




